
平成２７年１２月に公布した条例  

条例番号  条例名  制定改廃等の理由及び概要  所管課名  

第４５号  伊 勢 崎 市 部 設 置

条 例 の 一 部 を 改

正する条例  

【理由】  

 機構改正を実施することに伴い、改正の

必要を認めたもの  

【概要】  

１  福祉部を福祉こども部と長寿社会部に

分割・再編するもの  

２  中心市街地整備部を都市計画部に統合

するもの  

職員課  

第４６号  伊 勢 崎 市 個 人 情

報 保 護 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条

例  

【理由】  

 個人情報の保護に関する法律及び行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の一部を改正する

法律による個人情報の保護に関する法律及

び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部改

正に伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

 引用する法令の条項ずれを改めるもの  

総 務 部 総

務課  

第４７号  伊 勢 崎 市 行 政 手

続 に お け る 特 定

の 個 人 を 識 別 す

る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る

法 律 に 基 づ く 個

人 番 号 の 利 用 に

関する条例  

【理由】  

 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の施行に

伴い、制定の必要を認めたもの  

【概要】  

１  本市における個人番号の利用範囲を定

めるもの  

２  個人番号利用事務の庁内における情報

連携をできることとし、その範囲を定め

るもの  

事 務 管 理

課  



３  庁内連携で取得する特定個人情報と同

一の情報を含む書面の提出が、他の条例、

規則その他の規程により義務付けられて

いるときは、書面の提出があったものと

みなすこととするもの  

第４８号  伊 勢 崎 市 職 員 定

数 条 例 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

 農業協同組合法等の一部を改正する等の

法律による農業委員会等に関する法律の一

部改正に伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

 引用する法令の条項ずれを改めるもの  

職員課  

第４９号  伊 勢 崎 市 議 会 の

議 員 そ の 他 非 常

勤 の 職 員 の 公 務

災 害 補 償 等 に 関

す る 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

 被用者年金制度の一元化等を図るための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律に

よる地方公務員等共済組合法等の一部改正

に伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

共済年金制度が厚生年金保険制度に統合

されたことにより、地方公務員災害補償法

施行令の一部改正が行われたことに伴い、

市議会議員その他非常勤の職員が公務上の

災害等に対する補償として傷病補償年金等

が支給される場合において、同一の事由に

ついて他の法律に基づき障害厚生年金その

他の年金が支給されるときの調整に係る規

定を改めるもの  

職員課  

第５０号  伊 勢 崎 市 市 税 条

例 の 一 部 を 改 正

する条例  

【理由】  

 地方税法等の一部を改正する法律による

地方税法の一部改正及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等

市民税課  



に関する法律の施行に伴い、改正の必要を

認めたもの  

【概要】  

１  地方税の猶予制度について、納税者の

負担の軽減を図るとともに、早期かつ的

確な納税の履行を確保する観点から、納

税者の申請に基づく換価の猶予制度を創

設するなどの見直しを行うもの  

２  市民税、固定資産税、軽自動車税、特

別土地保有税及び入湯税の各税目におい

て、納税義務者、特別徴収義務者等から

提出される申請書等の記載事項に、当該

申請者等の個人番号又は法人番号を加え

るもの  

第５１号  伊 勢 崎 市 手 数 料

条 例 の 一 部 を 改

正する条例  

【理由】  

 建築基準法第４２条第１項第５号の規定

による道路の位置の指定事務に係る手数料

を徴収することに伴い、改正の必要を認め

たもの  

【概要】  

建築基準法第４２条第１項第５号の規定

による道路の位置の指定に係る事務につい

て手数料を徴収することとし、その額を定

めるもの  

建 築 指 導

課  

第５２号  伊 勢 崎 市 立 学 校

設 置 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

 伊勢崎市立境島小学校を編入統合するこ

とに伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

伊勢崎市学校規模の適正化に関する基本

方針に基づき、伊勢崎市立境島小学校を編

教 育 部 総

務課  



入統合するもの  

第５３号  伊 勢 崎 市 国 民 健

康 保 険 税 条 例 の

一 部 を 改 正 す る

条例  

【理由】  

 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の施行に

伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

減免申請書の記載事項に個人番号を加え

るもの  

国 民 健 康

保険課  

第５４号  伊 勢 崎 市 介 護 保

険 条 例 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の施行に

伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

徴収猶予及び減免の申請書の記載事項に

個人番号を加えるもの  

介 護 保 険

課  

第５５号  伊 勢 崎 市 消 費 生

活 セ ン タ ー の 組

織 及 び 運 営 等 に

関する条例  

【理由】  

 不当景品類及び不当表示防止法等の一部

を改正する等の法律による消費者安全法の

一部改正に伴い、制定の必要を認めたもの  

【概要】  

消費生活センターの組織及び運営並びに

情報の安全管理に関する事項について、内

閣府令で定める基準を参酌した上で定める

もの  

商 工 労 働

課  

第５６号  伊 勢 崎 市 特 定 教

育・保育施設及び

特 定 地 域 型 保 育

事 業 の 利 用 者 負

担 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す

【理由】  

 婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦（夫）

控除のみなし適用を実施すること及び利用

者負担の階層区分を見直し市町村民税非課

税世帯の負担軽減を図ることに伴い改正の

必要を認め、併せて条文の整備を図るもの  

こ ど も 保

育課  



る条例  【概要】  

１  利用者負担の額を算定する市町村民税

額の計算について、所得税及び住民税に

おける寡婦（夫）控除が適用されない婚

姻歴のないひとり親家庭の父又は母に対

し、寡婦（夫）控除のみなし適用を実施

するもの  

２  ２号認定、３号認定のＢ階層における

利用者負担の額を分離し、市町村民税均

等割のみ課税世帯については現行どおり

３，０００円とし、市町村民税非課税世

帯については１，５００円に改めるもの  

第５７号  伊 勢 崎 市 小 口 資

金 融 資 促 進 条 例

及 び 伊 勢 崎 市 中

小 企 業 活 性 化 資

金 融 資 促 進 条 例

の 一 部 を 改 正 す

る条例  

【理由】  

 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企

業信用保険法の一部を改正する法律による

中小企業信用保険法の一部改正に伴い、改

正の必要を認めたもの  

【概要】  

 引用する法令の号ずれを改めるもの  

商 工 労 働

課  

第５８号  伊 勢 崎 市 建 築 審

査 会 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

 地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律による建築基準法の一部改正に

伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

建築審査会の委員の任期について、国土

交通省令で定める基準を参酌した上で、定

めるもの  

建 築 指 導

課  

第５９号  伊 勢 崎 市 下 水 道

条 例 の 一 部 を 改

【理由】  

 水防法等の一部を改正する法律による下

下 水 道 管

理課  



正する条例  水道法の一部改正に合わせ、占用許可の基

準を改めることに伴い、改正の必要を認め

たもの  

【概要】  

量水標等物件及び熱交換器等の暗渠への

占用許可の基準を定めるもの  

第６０号  伊 勢 崎 市 民 病 院

使 用 料 及 び 手 数

料 条 例 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

 時間外に係る保険外併用療養費用を徴収

することに伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

伊勢崎市民病院の通常の診療時間以外に

おける診療に際し、緊急を要しない軽症の

外来患者から、時間外に係る保険外併用療

養費用を徴収するもの  

医 療 サ ー

ビス課  

 


